
今回のテーマは電子マネーです。いたる

ところでさまざまな実験が行なわれ、新

聞をにぎわしています。しかし、実態は

どうなのでしょう。本当に使えるのか？

プライバシーは守れるのか？ 一般に取り

沙汰されている疑問は数多くあります。

今回はこの連載でおなじみの寺本振透氏

に編集部がインタビューして、電子マネ

ーについてするどく斬っていただきまし

た。これまで、あまり論じられることが

少なかった観点から電子マネーを解説し

ます。

●●●そもそもお金（マネー）とはなに？

ひょっとすると、銀行などの考えている

お金と一般の人間の考えているお金とは違

うのかもしれませんね。お金というとなん

だと思いますか？

編集部：印刷された紙の形になっていて、

だれに渡しても信用され、どこに渡ってい

っても1万円は1万円であるというイメージ

です。

でも、ひょっとしたらもらう人によって

は、日本円なんていらないと言うかもしれ

ない。でも、金（Gold）だったら多分欲し

いでしょう。白金とか銀とかでも文句ない

でしょう。

逆に、銅だったら、こんなの電線屋さん

に売りに行くのが面倒くさいと言うかもし

れないが、10円玉だったらとりあえず11枚

集まれば缶コーヒーくらい買えるからまあ

いいやと言ってポケットに入れるかもしれ

ない。

編：その人が何に価値を認めるかというこ

とですかね。

まあ、結論を急ぐのはやめておきましょ

う（笑）。

多分ロシアに行ったらロシアルーブルの

お札より米ドルのほうがいいとみんな言う

と思うのです。でも、日本国内の人に米ド

ルを出したら、日本円のほうがいいという

人のほうが多いでしょう。また、コンビニ

で米ドル札を出したらやめてくれと言われ

るでしょうね。が、これからアメリカに行

く人でちょっと銀行に行っている暇がない

という人に米ドルをあげたらそれは喜ばれ

るかもしれない。

●

エレクトリックコマースというとお金を

動かすだけじゃなくて、品物とか商品とか

情報も動くわけです。だけど、僕がインタ

ーネットマガジンに対して原稿という商品

を渡したとします。で、インターネットマ

ガジンは僕に対してなにか対価を払うわけ

ですが、その対価がお金（マネー）じゃな

いとアカンという理由はないわけです。

たとえば、パソコンをくれるとか。工場

からの出荷価格でパソコンを調達できると

すれば、それは僕が原稿料をもらって秋葉

原とかに行ってパソコンを買うよりもいい

ものが買えるわけです。また、僕が事務所

を引っ越すとしたら、原稿料よりも引っ越

し手伝いのほうがいいのかもしれない。

●●●銀行振り込みが便利になれば、
電子マネーなんていらない！？

インターネット上で素人同士でモノをや

り取りするんだったら物々交換のほうがい

いのかもしれない。でも、商売でやるなら

電子マネーがいるんじゃないかと言われる

わけです。ということは、電子マネーとい

ネットワーク知的所有権研究会
●

弁護士　寺本振透
Teramoto Shinto

http://www.st.rim.or.jp/~terra/

第24回

電子マネーのゆくえ
い
ら
な
い
電
子
マ
ネ
ー
、役
立
つ
電
子
マ
ネ
ー

338 INTERNET magazine 1997/2

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
時
代
の

知
的
所
有
権
入
門

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D



INTERNET magazine 1997/2 339

うのは一般のお金みたいにモノとのつなが

りがものすごく希薄化した抽象的なものだ

と思うんです。それは、何にでも交換でき

るわけですから。

エレクトリックコマースを大々的にやる

となると、不特定多数のお客さんにモノを

売らなくてはならないんですが、そうなる

と、お金で決済するしかないでしょう。で

は、どうして後で銀行送金するのではいけ

ないんでしょうか。

たとえば、僕らが本を買うときに、通販

だったら申込書を送って、本といっしょに

送られてきた支払書に書き込んで郵便局や

銀行に送金をしに行きます。そうすると、

エレクトリックコマースの注文を受けてモ

ノを持っていくという部分と決済の部分は

分けても構わないわけです。

（インターネットで）注文を受けてモノを

送るところまでは、もういつでもできる状

態です。だれかが黙ってある人の家にそば

を50杯を注文したというようなことを防ぐ

仕組みさえ整っていればいいわけです。な

らば、どうして電子マネーが必要なのかと

いう疑いがあってもおかしくない。

確かに、僕らは忙しいから郵便局に行っ

てられないということはあるかもしれない。

しかし、今ではパソコンでホームバンキン

グができるわけです。それで振り込みをし

たらいいわけです。それなのに、どうして

電子マネーが必要なのでしょうか？

編：たとえばインターネットウォッチのよう

なインターネットで配るコンテンツがありま

す。これはオンラインで注文して、振り込

みで支払いをしてもらっています。でも、当

初に心配したのは、注文はその場でするけ

ど、わざわざ二千何百円かを払いに郵便局

か銀行まで足を運ぶかということだったん

です。

ホームページで注文とカード番号を入れ

ればそこで同時にすべてが済むというのであ

ればそのほうが便利なのではないでしょう

か。

しかし、その心配とは、お客さんが後で

ちゃんと払ってくれるのかということです

ね。お客さんは別に不誠実ではないのかも

しれないし、お金は持っているのだけれど

も面倒くさいと思って、支払うのを忘れて

しまうということですね。

編：そういう問題が1つと、面倒だからお

客さんが買ってくれない。申し込みに結び

つかないということを心配しました。

そうすると、銀行送金が面倒でない仕組

みさえできればいいわけですね。

それならば、ある銀行がインターネット

上で決済できるようにすると言っています。

インプレスのページの中にフレームで囲っ

てここには注文のフレーム、ここにはその

銀行のフレームとすれば、それで何の文句

あるだろうかということになりませんか？

ページ上で銀行送金ができるのに、どう

して電子マネーが必要なのかということに

なる。しかし、銀行振り込みで「恥ずかし

いもの」を買うのはイヤだな。

●●●電子マネーはプライバシーを守
るか？

銀行がユーザーAに電子マネーを発行し

たとします。そしてAはB商店から品物を

買って電子マネーで払ったとします。デジ

キャッシュの仕組みだと、B商店は銀行に

電子マネーを戻します。

ところが、NTTなどの提案ではBからC

へ、次のDへと電子マネーが手渡されてい
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警察が銀行にこのお金はBから来たのか？

と聞いてチェックしにきたとします。そし

て、警察がデータではなく人間Bに対して

どういう人物が買いにきたのか？と調べる

ことによってAをトレースすることはできる

はずです。

人間を通じて証拠をトレースするのは警

察もそれなりの労力を払うわけだから、無

意味に監視するためにやることは少ないと

思うんです。なにか合理的な疑いがあるか

らそういったことをやっているわけです。普

通に暮らしている限りは困ることはないん

です。しかし、それを超えてまで匿名性が

必要なのでしょうか？匿名性が必要だとい

うのがどうしても分からない。

たとえば、紙幣が匿名だ言ったって使っ

ているうちにぼろぼろになるからそんなに長

いこと使わないうちに銀行に戻ります。だ

から、1つ前の紙幣のデザインはもう覚えて

いない。見ることもないわけですし。電子

マネーだったら腐らないから、ぼろぼろに

ならない。まあ、本当に電子マネーが物理

的にいつまでも続くということはありえな

いですが。どうしてかというと、検証しな

ければいけないパラメーターがどんどん増え

ていくからです。そうすると、AからBに支

払ってBが検証してOKならCに出て行き

ますよというときに、この検証時間がどん

どん無限に近くなっていってしまう。そん

なの使えるわけないんです。

たとえば、手形は裏書きしていきます。

裏書きが連続しているからこの手形は信用

できて現金に換えられると思うわけです。

それと、この電子マネーシステムは一緒な

んです。そしたら、電子マネーってなんだ

ろう？ということになる。

僕らが品物を買うときには、毎日5～6

回消費者として買い物しています。そうす

ると、5×30で150回の買い物がすべて匿
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EDIの範囲企業間でのやりとりの流れ

1.offer（x） 

2.注文（y） 

3.品物（z） 

4.検収（p） 

5.請求（q） 

6.支払い（銀行送金） 7.消し込み 

x

xy

xyz

xyzp

xyzpq

xyzpq

xyzpq

xyzpq
VΣ V2

V1

V3

きます。

どうして、匿名のままB、C、Dと転々

としなければならないのかという問題があ

ります。匿名性を保って一回だけ移転でき

ればそれで十分ではないのか。転々とする

必要性をは感じない。確かに、現金だとA

からB、BからCに転々と動くが、ほとん

どの場合、商店はずっと手元に持っていて

もしょうがないので毎日銀行に持って行く

わけです。だから、電子マネーを銀行に持

って行かないで、転々とすることが永遠に

できるといったって、犯罪を試みない人に

とってはそれほどメリットはないという気が

する。

が、理想的現金という意味での電子マネ

ーというとむやみに匿名を強調するんです。

一方で、警察とかは匿名の電子現金が

できるとどこから出てきたお金か分からな

くなるから、マネーロンダリングされるので

困ると言う。困らないように電子マネーの

転々譲渡の回数を限定したらどうなんだろ

うか。とか言うと遅れてきた左翼たちから

怒られるのかしれない（笑）。

編：電子マネーをBからCに転々と移転で

きなくするとしますよね。その場合、匿名

性は残るんでしょうか。そうすると使った

のはAだということは明らかになるから、結

局シリアルが打ってあればBのお店で使っ

たということ自体は調べれば分かる。Bか

らCへ転々としてもいいという決まりを作

っただけで、Bから銀行に戻ったものは過程

がどうなっているか分からないので証拠がな

くなるわけでしょうか。

電子マネーが転々することによって、証

拠のトレースがしにくくなるというだけです

ね。もちろんBが戻した銀行がもらったデ

ータからAという人を特定することはでき

ない。Bが自分で銀行にしゃべったら終わ

りですけれども、データをトレースできない

ようにする仕組みはあります。その代わり、

それぞれの支払に対して、やり
とりの記録をタグとして付けた
電子マネーを送金する。

そのタグに付けられ
た情報をもとに、消
し込み作業を行う。
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ネットワーク時代の知的所有権入門

名性が必要だということはないですよね。

●●●企業間決済で役立つ電子マネー

にもかかわらず電子マネーは必要だと僕

は思うのです。

編：それはどういう意味ででしょうか？

それは消費者レベルではなく、企業レベ

ルです。

パソコンを作っている会社があるとしま

す（図1参照）。そして、別の会社がCPU

を作っているとします。この関係の間では、

まずofferがある。こういうスペックのこう

いう製品があるので、買ってくださいとい

うことです。次に、注文のデータが流され

る。そして、今度は品物が送られてくる。

次に、検収が終わったよとか、あるいは不

良品が混じっていたので交換して送り直し

ますなどのやり取りがされる。次に請求が

ある。そして、支払いが銀行送金で行われ

る。それが終わったら、次に何をするかと

いうと、消し込み処理がされるわけです。

銀行送金は、大体いくつもの請求をまとめ

て翌月末とか翌々月10日とかに送金され

ます。送金されると、あの請求とこの請求

でこれはいくらなのかとか、つきあわせて調

べるのです。さあ、これで何回データが行

き来しているんだということになる。

●

そこで、offerにxというタグを付けてお

きます。で、注文にyというあらたなタグ

を付けておく。そうすると注文のタグはxy

になるわけです。で、以下はxyzp……とタ

グが付いていきます（図1参照）。

で、電子マネーにタグを付けられるとす

れば支払いのValue（V）があって、Vには

xyzpqとタグが付いていく。そして支払い

ごとにV1、V2、V3となりそれぞれにタグ

が付いている。これだけのタグが付いた

ValueΣという電子マネーを圧縮した状態

で銀行に送れないかな？

今の銀行送金は、Valueと支払人と支払

先と、それとせいぜい目的が書けるくらい

です。だけど、いっぺんに全部払いたい場

合は、目的はいちいち書けない。だけど、

支払いの方法として電子マネーで圧縮した

データを作れるのであれば、Valueが並ん

だValueΣを1つのデータに圧縮して送れ

るかもしれない。そうすると、送金を受け

取った企業では自動的に消し込みができる

わけです。銀行送金を革命的に改善する方

法としてこの種の電子マネーが出てきてく

れないと困ると思うのです。

この場合は、匿名性ではなくて完璧にト

レース可能でなければならないのです。電

子マネーの暗号技術や認証技術をうまく使

うことで、安全に完璧にトレース可能な送

金と決済ができるのではないかと思うので

す。

しかし、これを一般の人は電子マネーと

は言っていないわけです。その割にはエレ

クトリックコマースの協議会などがあると

電子マネー電子マネーと騒ぐわけです。そ

うなると、一体どんな電子マネーを考えて

いるのだろうかと思うわけです。エレクト

リックコマースの協議会で匿名性のある電

子マネーを考えろなんて意味がないじゃな

いかと思うんです。

たとえば銀行送金については、まとめて

処理するからだれが払ったかについてはト

レース可能だが、どの商品の払いかという

ことに関しては図らずも匿名になっていま

す。メーカーと部品屋さんの間なんてそう

ですよ。いっていろいろと部品を調達して

いるわけですから、まとめて払わないと手

数料がもったいないんです。

銀行がこのようなサービスをするためのイ

ンフラを作り、1億円を送る手数料よりは高

く取るけれども、1千万ずつ分けて送った

よりは安い手数料に抑えて、間を自分のも

うけにするというようなサービスをやったら

いいじゃないのかな？
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